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①臓器移植法の改正概要



 

1 
 

臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律（平成 21年法律第 83号）の概要 

 
１ 臓器摘出の要件の改正 

  移植術に使用するために臓器を摘出することができる場合を次の①又は②のい

ずれかの場合とする。 
 ① 本人の書面による臓器提供の意思表示があった場合であって、遺族がこれを

拒まないとき又は遺族がないとき（現行法での要件）。 
 ② 本人の臓器提供の意思が不明の場合であって、遺族がこれを書面により承諾

するとき。 
  
２ 臓器摘出に係る脳死判定の要件の改正 

  移植に係る脳死判定を行うことができる場合を次の①又は②のいずれかの場合

とする。 
 ① 本人が 
  Ａ 書面により臓器提供の意思表示をし、かつ、 
  Ｂ 脳死判定の拒否の意思表示をしている場合以外の場合 
  であって、家族が脳死判定を拒まないとき又は家族がないとき。 
 ② 本人について 
  Ａ 臓器提供の意思が不明であり、かつ、 
  Ｂ 脳死判定の拒否の意思表示をしている場合以外の場合 
  であって、家族が脳死判定を行うことを書面により承諾するとき。 
 
３ 親族への優先提供 

  臓器提供の意思表示に併せて、書面により親族への臓器の優先提供の意思を表

示することができることとする。 
 
４ 普及・啓発 

  国及び地方公共団体は、移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供す

る意思の有無を運転免許証及び医療保険の被保険者証等に記載することができる

こととする等、移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずるもの

とする。 
 
５ 検討 

  政府は、虐待を受けた児童が死亡した場合に当該児童から臓器が提供されるこ

とのないよう、移植医療に従事する者が児童に対し虐待が行われた疑いがあるか

どうかを確認し、及びその疑いがある場合に適切に対応するための方策に関し検

討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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現行法 改正法 施行日

１
親族に対する

優先提供
○当面見合わせる (ガイドライ
ン)

○臓器の優先提供の意思表示を認
める

平成22年
1月17日

２

脳死判定・
臓器摘出の

要件

○本人の生前の書面による意思

表示があり、

家族が拒否しない又は家族が

いないこと

○本人の生前の書面による意思表
示があり、家族が拒否しない又は
家族がいないこと（現行法と同
じ）
又は
○本人の意思が不明（拒否の意思
表示をしていない場合）であり、
家族の書面による承諾があるこ
と

平成22年
7月17日小児の取扱い

○15歳以上の者の意思表示を有

効とする（ガイドライン）

○家族の書面による承諾により、
15歳未満の方からの臓器提供が可
能となる

３
普及・啓発

活動等
（規定なし）

○運転免許証等への意思表示の記

載を可能にする等の施策

４
被虐待児への

対応
（規定なし）

○虐待を受けて死亡した児童から

臓器が提供されることのないよ

う適切に対応

臓器の移植に関する法律（現行法）と改正法 比較表
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     臓器移植法の改正について 
 

平成４年 １月 臨時脳死及び臓器移植調査会答申 

   

平成９年 ６月 臓器の移植に関する法律（現行法）成立 

※ 法施行後 3年を目処として制度全般についての検討を行うこと

とする規定が置かれている。 

   

 １０月 同法施行 

 

※ 施行からこれまでの間（平成 21年 6月現在）、脳死下での臓器提供は 81 件と少なく、

また、15 歳未満の者からの臓器提供が認められていない。 

   

平成１７年 ８月 与党有志議員により、臓器移植法改正案（Ａ案、Ｂ案）衆議院に

提出（平成 18 年３月再提出） 

   

平成１９年 １２月 野党有志議員により、臓器移植法改正案（Ｃ案）衆議院に提出 

 

※ 平成 20 年 5 月に国際移植学会が死体ドナーを自国で増やし、自国での臓器移植を増や

すことを呼びかけること等を内容とする宣言（イスタンブール宣言）をまとめる。 

 

※ ＷＨＯも平成 21年 5月の総会で指針を改正し、臓器売買や渡航移植（移植ツーリズム）

への対応について議論を行う予定であった。（新型インフルエンザの影響により平成 22

年 5 月以降に延期） 

   

平成２１年 ５月 与野党有志議員により、臓器移植法改正案（Ｄ案）衆議院に提出 

 ６月 衆議院厚生労働委員会での審議（２回）を経て、衆議院本会議に

中間報告及び討論 

 

衆議院本会議において、採決が実施され、Ａ案が可決（18 日） 

 

野党有志議員により、新たな改正案が参議院に提出 

 

 ７月 

 

与野党有志議員により、修正Ａ案が参議院に提出 

 

参議院厚生労働委員会での審議（２回）を経て、参議院本会議に

中間報告及び討論 

 

参議院本会議において、採決が実施され、Ａ案が可決・成立 

（13 日） 

 

公布（17日） 

 

＊（施行期日）  

公布の日から起算して１年を経過した日（平成 22 年７月 17日）から施行。ただし、親族への優

先提供の意思表示に係る部分については、公布の日から起算して６月を経過した日（平成 22年１月

17日）から施行。 
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一 

 
 

 

臓
器
の
移
植
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
新
旧
対
照
表 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

○
臓
器
の
移
植
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
百
四
号
） 

（
抄
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
臓
器
の
摘
出
） 

第
六
条 

医
師
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
移
植
術

に
使
用
さ
れ
る
た
め
の
臓
器
を
、
死
体
（
脳
死
し
た
者
の
身
体
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
か
ら
摘
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

死
亡
し
た
者
が
生
存
中
に
当
該
臓
器
を
移
植
術
に
使
用
さ
れ
る
た
め
に

提
供
す
る
意
思
を
書
面
に
よ
り
表
示
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
旨

の
告
知
を
受
け
た
遺
族
が
当
該
臓
器
の
摘
出
を
拒
ま
な
い
と
き
又
は
遺
族

が
な
い
と
き
。 

 

二 

死
亡
し
た
者
が
生
存
中
に
当
該
臓
器
を
移
植
術
に
使
用
さ
れ
る
た
め
に

提
供
す
る
意
思
を
書
面
に
よ
り
表
示
し
て
い
る
場
合
及
び
当
該
意
思
が
な

い
こ
と
を
表
示
し
て
い
る
場
合
以
外
の
場
合
で
あ
っ
て
、
遺
族
が
当
該
臓

器
の
摘
出
に
つ
い
て
書
面
に
よ
り
承
諾
し
て
い
る
と
き
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
「
脳
死
し
た
者
の
身
体
」
と
は
、
脳
幹
を
含
む
全
脳
の

機
能
が
不
可
逆
的
に
停
止
す
る
に
至
っ
た
と
判
定
さ
れ
た
者
の
身
体
を
い

う
。 

 

３ 

臓
器
の
摘
出
に
係
る
前
項
の
判
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

 

（
臓
器
の
摘
出
） 

第
六
条 

医
師
は
、
死
亡
し
た
者
が
生
存
中
に
臓
器
を
移
植
術
に
使
用
さ
れ
る

た
め
に
提
供
す
る
意
思
を
書
面
に
よ
り
表
示
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ

の
旨
の
告
知
を
受
け
た
遺
族
が
当
該
臓
器
の
摘
出
を
拒
ま
な
い
と
き
又
は
遺

族
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
法
律
に
基
づ
き
、
移
植
術
に
使
用
さ
れ
る
た
め
の

臓
器
を
、
死
体
（
脳
死
し
た
者
の
身
体
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
摘
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

     

２ 

前
項
に
規
定
す
る
「
脳
死
し
た
者
の
身
体
」
と
は
、
そ
の
身
体
か
ら
移
植

術
に
使
用
さ
れ
る
た
め
の
臓
器
が
摘
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
者
で
あ
っ
て
脳

幹
を
含
む
全
脳
の
機
能
が
不
可
逆
的
に
停
止
す
る
に
至
っ
た
と
判
定
さ
れ
た

も
の
の
身
体
を
い
う
。 

３ 

臓
器
の
摘
出
に
係
る
前
項
の
判
定
は
、
当
該
者
が
第
一
項
に
規
定
す
る
意
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二 

る
場
合
に
限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 
当
該
者
が
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
意
思
を
書
面
に
よ
り
表
示
し
て

い
る
場
合
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
者
が
前
項
の
判
定
に
従
う
意
思
が
な
い

こ
と
を
表
示
し
て
い
る
場
合
以
外
の
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
旨
の
告
知
を

受
け
た
そ
の
者
の
家
族
が
当
該
判
定
を
拒
ま
な
い
と
き
又
は
家
族
が
な
い

と
き
。 

 

二 

当
該
者
が
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
意
思
を
書
面
に
よ
り
表
示
し
て

い
る
場
合
及
び
当
該
意
思
が
な
い
こ
と
を
表
示
し
て
い
る
場
合
以
外
の
場

合
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
者
が
前
項
の
判
定
に
従
う
意
思
が
な
い
こ
と
を

表
示
し
て
い
る
場
合
以
外
の
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
家
族
が
当
該
判

定
を
行
う
こ
と
を
書
面
に
よ
り
承
諾
し
て
い
る
と
き
。 

４
～
６ 

（
略
） 

  

（
親
族
へ
の
優
先
提
供
の
意
思
表
示
） 

第
六
条
の
二 

移
植
術
に
使
用
さ
れ
る
た
め
の
臓
器
を
死
亡
し
た
後
に
提
供
す

る
意
思
を
書
面
に
よ
り
表
示
し
て
い
る
者
又
は
表
示
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

そ
の
意
思
の
表
示
に
併
せ
て
、
親
族
に
対
し
当
該
臓
器
を
優
先
的
に
提
供
す

る
意
思
を
書
面
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
臓
器
の
摘
出
の
制
限
） 

 

第
七
条 

医
師
は
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
死
体
か
ら
臓
器
を
摘
出
し
よ
う
と

思
の
表
示
に
併
せ
て
前
項
に
よ
る
判
定
に
従
う
意
思
を
書
面
に
よ
り
表
示
し

て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
旨
の
告
知
を
受
け
た
そ
の
者
の
家
族
が
当
該

判
定
を
拒
ま
な
い
と
き
又
は
家
族
が
な
い
と
き
に
限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き

る
。 

       

４
～
６ 

（
略
） 

  

〔
新
設
〕 

      

（
臓
器
の
摘
出
の
制
限
） 

 

第
七
条 

医
師
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
死
体
か
ら
臓
器
を
摘
出
し
よ
う
と
す



 

三 

す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
死
体
に
つ
い
て
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年

法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
百
二
十
九
条
第
一
項
の
検
視
そ
の
他
の
犯
罪
捜

査
に
関
す
る
手
続
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
当
該
手
続
が
終
了
し
た
後
で
な
け

れ
ば
、
当
該
死
体
か
ら
臓
器
を
摘
出
し
て
は
な
ら
な
い
。 

  

（
移
植
医
療
に
関
す
る
啓
発
等
） 

第
十
七
条
の
二 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
国
民
が
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
通
じ

て
移
植
医
療
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
移
植
術
に
使

用
さ
れ
る
た
め
の
臓
器
を
死
亡
し
た
後
に
提
供
す
る
意
思
の
有
無
を
運
転
免

許
証
及
び
医
療
保
険
の
被
保
険
者
証
等
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

す
る
等
、
移
植
医
療
に
関
す
る
啓
発
及
び
知
識
の
普
及
に
必
要
な
施
策
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。 

  
 

 

附 

則 

  

第
四
条 

削
除 

    

る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
死
体
に
つ
い
て
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
百
二
十
九
条
第
一
項
の
検
視
そ
の
他
の
犯
罪
捜
査

に
関
す
る
手
続
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
当
該
手
続
が
終
了
し
た
後
で
な
け
れ

ば
、
当
該
死
体
か
ら
臓
器
を
摘
出
し
て
は
な
ら
な
い
。 

  

〔
新
設
〕 

        
 

 

附 

則 

  

（
経
過
措
置
） 

第
四
条 

医
師
は
、
当
分
の
間
、
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、

死
亡
し
た
者
が
生
存
中
に
眼
球
又
は
腎じ

ん

臓
を
移
植
術
に
使
用
さ
れ
る
た
め
に

提
供
す
る
意
思
を
書
面
に
よ
り
表
示
し
て
い
る
場
合
及
び
当
該
意
思
が
な
い

こ
と
を
表
示
し
て
い
る
場
合
以
外
の
場
合
で
あ
っ
て
、
遺
族
が
当
該
眼
球
又

は
腎じ

ん

臓
の
摘
出
に
つ
い
て
書
面
に
よ
り
承
諾
し
て
い
る
と
き
に
お
い
て
も
、



  

四 

          

（
経
過
措
置
） 

第
五
条 

（
略
） 

 

移
植
術
に
使
用
さ
れ
る
た
め
の
眼
球
又
は
腎じ

ん

臓
を
、
同
条
第
二
項
の
脳
死
し

た
者
の
身
体
以
外
の
死
体
か
ら
摘
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
死
体
か
ら
眼
球
又
は
腎じ

ん

臓
を
摘
出
す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
第
七
条
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
四
条
第
一
項
」
と
、
第

八
条
及
び
第
九
条
中
「
第
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
四
条
第
一
項
」
と
、

第
十
条
第
一
項
中
「
同
条
の
規
定
に
よ
る
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
」
と
読
み
替
え
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定

に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）
を
適
用
す
る
。 

  

第
五
条 

（
略
） 

 

 
 

 

（
検
討
） 

５ 

政
府
は
、
虐
待
を
受
け
た
児
童
が
死
亡
し
た
場
合
に
当
該
児
童
か
ら
臓
器
（
臓
器
の
移
植
に
関
す
る
法
律
第
五
条
に
規
定
す
る
臓
器
を
い
う
。
）
が
提
供
さ
れ

る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
移
植
医
療
に
係
る
業
務
に
従
事
す
る
者
が
そ
の
業
務
に
係
る
児
童
に
つ
い
て
虐
待
が
行
わ
れ
た
疑
い
が
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
、
及

び
そ
の
疑
い
が
あ
る
場
合
に
適
切
に
対
応
す
る
た
め
の
方
策
に
関
し
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

  



②厚生労働省から

組合員証への臓器提供意思
表示の記載に係る協力依頼

通知について
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